
                        議 案 第 ７４ 号 

 

松戸市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制 

定について 

 

松戸市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように

定める。 

平成２４年２月２３日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律による地方公営企業法の改正に伴い、病院事業の利益及び資

本剰余金の処分に係る規定の整備をするため。 



松戸市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

松戸市病院事業の設置等に関する条例（昭和４３年松戸市条例第１８号）の

一部を次のように改正する。 

第１０条を第１２条とし、第６条から第９条までを２条ずつ繰り下げ、第５

条の次に次の２条を加える。 

（利益の処分の方法及び積立金の取崩し） 

第６条 病院事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰

り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめ、なお残

額（以下この条において「補填残額」という。）があるときは、補填残額の

２０分の１を下らない金額（企業債の額からすでに積み立てた減債積立金の

積立額を控除した額が補填残額の２０分の１に満たない場合にあつては、そ

の額）を企業債の額に達するまで減債積立金に積み立て、残余の額を利益積

立金に積み立てる。 

２ 前項に規定する積立金は、次の各号に定める目的のため積み立てるものと

し、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。 

⑴ 減債積立金 企業債の償還に充てる目的 

⑵ 利益積立金 欠損金をうめる目的 

３ 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合について

は、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。 

（資本剰余金） 

第７条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を

付した科目に積み立てなければならない。 

２ 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負

担金その他これらに類する金銭又は物件（以下「補助金等」という。）をも

つて取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充

てた補助金等の金額に相当する金額（物件にあつては、その適正な見積価額

をいう。）を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行



うもののうち、減価償却を行わなかつた部分に相当するものが滅失し、又は

これを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたとき

は、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。 

附 則 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 


